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春日部市自治会連合会会則 

 

（名称） 

第１条   この会は、春日部市自治会連合会（以下「連合会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条   連合会は、明るく住みよいまちづくりのため、自治会、町会等の相互の連携を密に

し市との連絡協調を図り、地域住民の生活環境及び市民福祉の向上に寄与することを目的

とする。 

（組織） 

第３条 連合会は、本会の目的に賛同する自治会、町会等 （以下「自治会」という。） を 

もって組織する。 

２  連合会に、別表第１のとおり地区自治会連合会（以下「地区連合会」という。）を置く。

（事業及び業務） 

第４条  連合会は、第２条の目的を達成するため次の事業を行う。 

 (１) 自治会相互の連絡に関すること。 

 (２) 行政機関及び関係団体との連絡協調に関すること。 

 (３) 行政機関からの業務委託に関すること。 

 (４) 運営委員の慶弔及び表彰に関すること。 

 (５) その他本会の目的を達成するために必要な事業。 

（運営委員） 

第５条  連合会の運営の円滑化を図るため、連合会に運営委員を置き、各自治会の会長をも

って充てる。 

（役員） 

第６条  連合会に次の役員を置く。 

 (１) 会  長      １名   

 (２) 副会長      ６名   

 (３) 理  事    ２８名 （会長及び副会長含む。） 

 (４) 事務局長    １名 

 (５) 会  計      １名 

 (６) 監  事      ３名 

（役員の任期） 

第７条  役員の任期は次のとおりとする。 

 (１) 前条第一号、第二号及び第三号役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

 (２) 前条第四号、第五号及び第六号役員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

 (３) 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 (４) 役員は、その任期が満了した場合においても後任者の就任するまで引続きその職務を

行う。  

（役員の選任） 

第８条  役員は次の方法で選出し、総会において承認を得るものとする。 

 (１) 理事の選出地区連合会は別表第２によるものとし、各地区連合会において自治会長の

互選による。ただし、理事の選出数は必要に応じ理事会において変更することができる。 

 (２) 会長及び副会長は、理事の互選による。 

 (３) 事務局長及び会計並びに監事は理事以外の運営委員のうちから理事会において選出す
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る。  

 
（役員の職務） 
第９条  役員の職務は次のとおりとする。 
 (１) 会長は、連合会を代表し、会務を総理する。 
(２) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。ただし、会長 
   職務代理者は副会長の互選による。 
 (３) 理事は、連合会の運営に関する事項を審議する。 
 (４) 事務局長は、連合会の事務を総括する。 
 (５) 会計は、連合会の会計業務にあたる。 
 (６) 監事は、連合会の会計を監査し、その結果を総会で報告する。   
（顧問） 

第１０条  連合会に顧問を置くことができる。 
２  顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。 
（会議） 
第１１条  連合会の会議は、次のとおりとする。 
 (１) 総  会 
 (２) 理事会 

 (３) 正副会長会 
（総会） 
第１２条  総会は、年１回開催する。 
  ただし、会長が必要と認めたとき及び全役員の２分の１以上から開催の要請があったとき
は、臨時に開催することができる。 

２  総会は、連合会の運営委員又は当該運営委員から委任を受けた者をもって構成する。 
３  総会に付議する事項は、次のとおりとする。 
 (１) 会則の制定及び改廃に関すること。 
 (２) 事業計画及び予算に関すること。 
 (３) 事業報告及び決算に関すること。 
 (４) 役員の承認に関すること。 
 (５) その他本会の運営について重要な事項に関すること。 
 （理事会） 
第１３条  理事会は、会長が必要と認めたとき及び理事の２分の１以上の要請があったとき
は、開催するものとする。 

２  理事会に付議する事項は、次のとおりとする。 
 (１) 総会に付議する事項に関すること。 

 (２) 総会で定めるもののほか、本会の運営に関すること。 
 (３) その他会長において必要と認めること。 
（正副会長会） 
第１４条  正副会長会は、会長が必要と認める会議の方針及び会議の原案、その他緊急事項
等について審議し処理する。 

（招集及び議長） 
第１５条  総会並びに理事会及び正副会長会は、会長が招集する。 
２  総会の議長は、理事のうちから総会で選出する。 

３  理事会及び正副会長会は、会長が議長となる。 
（定足数及び表決） 
第１６条  会議は、構成員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。ただし、

総会においては、委任状をもって出席にかえることができる。 
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２  議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 

 

（会計） 

第１７条  連合会の経費は、会費・補助金その他の収入をもって充てる。 

２  会費は、別途定める。 

（会計年度） 

第１８条  連合会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わる。 

（経費の支弁） 

第１９条  役員が出張したときは、その経費を支弁することができる。 

（事務局） 

第２０条  連合会の事務局を、春日部市役所自治組織主管課内に置く。 

（委任） 

第２１条  この会則に定めるもののほか、会務の執行に関し必要な事項は、会長が理事会に

諮って定める。 

 

附  則 

１  この会則は、平成１０年８月５日から施行し、平成１０年４月１日から適用する。 
 
２  春日部市地区長会会則（昭和３１年４月１日制定）は、廃止する。 
 

附  則 

１  この会則は、平成１５年５月１４日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。 
 

附  則 

１  この会則は、臨時総会の決議後（平成１８年２月１８日）、平成１８年４月１日から施行
する。 
 

附  則 

１  この会則は、令和２年５月１３日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 
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別表第１（第３条関係） 

地 区 自 治 会 連 合 会 

粕 壁 地 区 自 治 会 連 合 会 

内 牧 地 区 自 治 会 連 合 会 

武 里 地 区 自 治 会 連 合 会 

豊 春 地 区 自 治 会 連 合 会 

幸 松 地 区 自 治 会 連 合 会 

豊 野 地 区 自 治 会 連 合 会 

庄 和 地 区 自 治 会 連 合 会 

 

 

 

別表第２（第８条関係） 

地 区 自 治 会 連 合 会 理事選出数 

粕 壁 地 区 自 治 会 連 合 会 

内 牧 地 区 自 治 会 連 合 会 

武 里 地 区 自 治 会 連 合 会 

豊 春 地 区 自 治 会 連 合 会 

幸 松 地 区 自 治 会 連 合 会 

豊 野 地 区 自 治 会 連 合 会 

庄 和 地 区 自 治 会 連 合 会 
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